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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第64期

第３四半期
連結累計期間

第65期
第３四半期
連結累計期間

第64期

会計期間
平成25年４月１日から

平成25年12月31日まで

平成26年４月１日から

平成26年12月31日まで

平成25年４月１日から

平成26年３月31日まで

売上高 （百万円） 172,077 189,165 234,262

経常利益 （百万円） 16,839 15,861 21,024

四半期（当期）純利益 （百万円） 10,007 7,893 12,268

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 16,793 11,631 23,644

純資産額 （百万円） 149,086 162,424 155,930

総資産額 （百万円） 216,346 243,804 230,740

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 208.47 164.41 255.58

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 64.5 62.1 63.1

 

回次
第64期

第３四半期
連結会計期間

第65期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
平成25年10月１日から

平成25年12月31日まで

平成26年10月１日から

平成26年12月31日まで

１株当たり四半期純利益金額 （円） 89.50 63.90

（注）　１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

EDINET提出書類

株式会社エクセディ(E02203)

四半期報告書

 2/18



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書の提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。

（1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におきましては、国内、タイ及び中国での受注増加及び円安効果により、売上高は増

加しております。原価面におきましては、生産設備のリニューアルに伴う修繕費の増加及び労務人件費の増加によ

り、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 １,８９１億円（前年同期比 ９．９％増）、営業利益 １３８億

円（前年同期比 ８．８％減）、経常利益 １５８億円（前年同期比 ５．８％減）、四半期純利益については、当社

が販売した一部の製品に不具合があり、その取替費用を特別損失に計上した結果 ７８億円（前年同期比 ２１．

１％減）となりました。

 

①セグメント情報

　報告セグメント別の概況は下記のとおりであります。

［ＭＴ（手動変速装置関連事業）］

　国内自動車メーカーからの受注増加及び補修品販売の堅調な推移により、売上高は ５２６億円（前年同期比 ５．

０％増）となりました。セグメント利益は、修繕費及び労務人件費の増加により ７１億円（前年同期比 １．９％

減）となりました。

［ＡＴ（自動変速装置関連事業）］

　国内外自動車メーカーやトランスミッションメーカーからの受注増加及び円安効果により、売上高は １,１６３億

円（前年同期比 １２．３％増）となりました。セグメント利益は、修繕費及び労務人件費の増加により ７５億円

（前年同期比 １３．４％減）となりました。

［その他］

　２輪製品の受注増加により、売上高は ２０１億円（前年同期比 １０．３％増）となりました。セグメント損失

は、新製品立上げ費用の発生により １億円となりました。

 

②所在地別の情報

　所在地別の概況は下記のとおりであります。

［日本］

　国内外自動車メーカーからの受注増加により、売上高は １，０００億円（前年同期比 ２．８％増）となりま

した。営業利益は、売上高の増加はあるものの、生産設備のリニューアルに伴う修繕費の増加及び労務人件費の

増加により ８２億円（前年同期比 ２７．５％減）となりました。

［米国］

　自動車メーカー向けＡＴ製品の受注増加及び円安効果により、売上高は ３７７億円（前年同期比 １６．５％

増）となりました。営業利益は、売上高の増加により １７億円（前年同期比 ４３．６％増）となりました。

［アジア・オセアニア］

　自動車メーカー向けＡＴ製品の受注増加及び円安効果により、売上高は ４７５億円（前年同期比 ２１．３％

増）となりました。営業利益は、売上高の増加により ３２億円（前年同期比 １０．４％増）となりました。

［その他］

　売上高は ３７億円（前年同期比 １９．７％増）、営業利益は ３億円（前年同期比 ３２１．２％増）となり

ました。
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（2）財政状態

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は ２,４３８億円となり、前連結会計年度末に比べ １３０億円増加いたし

ました。主な内容は、有形固定資産の増加 １０７億円、受取手形及び売掛金の増加 ３７億円であります。負債は

８１３億円となり、前連結会計年度末に比べ ６５億円増加いたしました。主な内容は、借入金の増加 ６５億円、製

品保証引当金の増加 ２０億円、退職給付に係る負債の増加 １０億円、未払法人税等の減少 ３７億円であります。

純資産は １,６２４億円となり、６４億円増加いたしました。主な内容は、利益剰余金の増加 ３２億円（四半期純

利益による増加 ７８億円、剰余金の処分（配当金）による減少 △３８億円、退職給付会計基準の変更による減少

△７億円）、為替換算調整勘定の変動による増加 ２２億円であります。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあ

りません。

 

（4）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の総額は、3,890百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

（5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの運転資金及び設備投資資金は、主として自己資金により充当し、必要に応じて借入による資金調達

を実施することを基本方針としています。

　当第３四半期連結累計期間における設備投資等の資金については、主として自己資金により充当しました。

　今後の資金需要の主なものは、環境性能の高い新製品の開発投資やさらなるグローバル化に対応するための海外投

資等であります。これらの資金需要に対しては、主に自己資金で充当する予定ではありますが、資金の不足時に備

え、直接金融においては格付機関による企業格付の向上を図ること、また、間接金融では金融機関との関係を強化す

ることにより有利な調達条件の維持に努め、負債と資本のバランスに配慮しつつ、適切で柔軟な資金調達体制を構築

してまいります。

　従い、当社グループは、その健全な財務状態、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出す能力、当社グループ

の成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金を調達することが可能と考えております。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 168,000,000

計 168,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
（平成26年12月31日）

提出日現在発行数(株)
（平成27年2月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通

株式
48,593,736 48,593,736

東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数 100株

計 48,593,736 48,593,736 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成26年10月１日～

平成26年12月31日
－ 48,593 － 8,284 － 7,540

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成26年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成26年12月31日現在
 

区分 株式数(株) 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
 

普通株式 583,800
 

796 －

完全議決権株式（その他）
 

普通株式 47,987,300
 

479,873 －

単元未満株式
 

普通株式 22,636
 

－ １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 48,593,736 － －

総株主の議決権 － 480,669 －

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄には、当社所有の自己株式が 504,200株、日本マスタートラスト信

託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）が所有する当社株式 79,600株が含まれております。

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 600株、議決権の数が６個含まれ

ております。

②【自己株式等】

平成26年12月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社エクセディ
大阪府寝屋川市木田

元宮１丁目１番１号
504,200 79,600 583,800 1.20

計 － 504,200 79,600 583,800 1.20

（注）　他人名義で所有している理由等

　株式付与ＥＳＯＰ制度の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（（株式付与ＥＳＯＰ信

託口）東京都港区浜松町２丁目11番３号）が所有しております。

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平

成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について あらた監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,328 29,570

受取手形及び売掛金 43,051 ※２ 46,771

商品及び製品 12,078 12,484

仕掛品 4,749 6,359

原材料及び貯蔵品 10,730 11,113

繰延税金資産 3,741 3,855

短期貸付金 549 539

その他 4,195 5,821

貸倒引当金 △117 △115

流動資産合計 114,306 116,399

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 31,873 33,026

機械装置及び運搬具（純額） 44,767 51,844

工具、器具及び備品（純額） 6,622 8,188

土地 9,477 9,605

建設仮勘定 11,079 11,921

有形固定資産合計 103,819 114,585

無形固定資産 3,984 3,671

投資その他の資産   

投資有価証券 3,809 4,369

長期貸付金 400 362

退職給付に係る資産 1,321 1,066

繰延税金資産 1,447 1,758

その他 1,688 1,633

貸倒引当金 △37 △41

投資その他の資産合計 8,629 9,148

固定資産合計 116,433 127,405

資産合計 230,740 243,804
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,845 19,468

短期借入金 6,939 6,685

未払費用 8,298 8,141

未払法人税等 4,597 892

製品保証引当金 986 3,073

その他 7,658 8,562

流動負債合計 48,325 46,824

固定負債   

社債 7,000 7,000

長期借入金 12,159 18,987

長期未払金 493 488

繰延税金負債 2,721 2,882

退職給付に係る負債 3,708 4,767

資産除去債務 27 28

その他 373 401

固定負債合計 26,484 34,555

負債合計 74,809 81,380

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,284 8,284

資本剰余金 7,543 7,556

利益剰余金 126,783 130,041

自己株式 △1,478 △1,480

株主資本合計 141,132 144,402

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,058 1,375

為替換算調整勘定 3,308 5,593

退職給付に係る調整累計額 84 21

その他の包括利益累計額合計 4,451 6,989

少数株主持分 10,346 11,032

純資産合計 155,930 162,424

負債純資産合計 230,740 243,804
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(平成25年４月１日から
　平成25年12月31日まで)

当第３四半期連結累計期間
(平成26年４月１日から
　平成26年12月31日まで)

売上高 172,077 189,165

売上原価 135,700 151,775

売上総利益 36,377 37,390

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 4,797 5,119

製品保証引当金繰入額 64 221

役員報酬及び給料手当 5,911 6,257

退職給付費用 △28 44

研究開発費 3,319 3,890

その他 7,151 8,032

販売費及び一般管理費合計 21,216 23,566

営業利益 15,160 13,823

営業外収益   

受取利息 145 160

受取配当金 44 51

持分法による投資利益 124 109

為替差益 1,723 1,989

その他 519 601

営業外収益合計 2,557 2,912

営業外費用   

支払利息 481 518

社債利息 26 26

固定資産除売却損 188 97

その他 182 232

営業外費用合計 879 875

経常利益 16,839 15,861

特別損失   

製品保証引当金繰入額 － 2,200

特別損失合計 － 2,200

税金等調整前四半期純利益 16,839 13,660

法人税、住民税及び事業税 5,681 4,407

法人税等調整額 440 486

法人税等合計 6,122 4,893

少数株主損益調整前四半期純利益 10,716 8,766

少数株主利益 709 873

四半期純利益 10,007 7,893
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(平成25年４月１日から
　平成25年12月31日まで)

当第３四半期連結累計期間
(平成26年４月１日から
　平成26年12月31日まで)

少数株主損益調整前四半期純利益 10,716 8,766

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 394 316

為替換算調整勘定 5,675 2,639

退職給付に係る調整額 － △63

持分法適用会社に対する持分相当額 6 △28

その他の包括利益合計 6,076 2,864

四半期包括利益 16,793 11,631

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 15,131 10,431

少数株主に係る四半期包括利益 1,661 1,200

 

EDINET提出書類

株式会社エクセディ(E02203)

四半期報告書

11/18



【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を残存勤務期

間に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を

使用する方法へ変更いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が 825百万円増加し、退職給付に係る資産

が 404百万円減少し、利益剰余金が 792百万円減少しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

 

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い）

　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成25

年12月25日)を第１四半期連結会計期間から適用しております。なお、当実務対応報告適用初年度の期首より前に

締結された信託契約に係る会計処理につきましては従来採用していた方法を継続するため、当実務対応報告の適

用による四半期連結財務諸表への影響はありません。

 

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っておりま

す。

 

（1）取引の概要

　当社は、平成23年４月27日開催の取締役会において、従業員の労働意欲・経営参画意識の向上を促すとと

もに、株式価値の向上を目指した経営を一層推進することにより、中長期的な企業価値を高めることを目的

とした信託型の従業員インセンティブ・プラン「株式付与ＥＳＯＰ」制度の導入を決議し、平成23年５月16

日をもって導入いたしました。

　当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することに

より信託を設定します。三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）は、株式付与規程に基づ

き当社従業員に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得しております。
本信託は株式付与規程に従い、信託期間中の従業員の資格昇格や役職登用に応じた当社株式を、在職時に無

償で従業員に交付します。

　なお、本信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありませ

ん。本信託の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を収受することができるため、

株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。また、

本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使は、受益者候補である従業員の意思が反映される仕組

みであり、従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効であります。

 

（2）「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平

成25年12月25日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。

 

（3）信託が保有する自社の株式に関する事項

① 信託における帳簿価額は前連結会計年度末現在 207百万円、当第３四半期連結会計期間末日現在 197百万

円であります。

② 当該自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。

③ 期末株式数は前第３四半期連結会計期間 82,700株、当第３四半期連結会計期間 78,800株であり、期中平

均株式数は前第３四半期連結累計期間 87,860株、当第３四半期連結累計期間 80,760株であります。

④ ③の株式数は１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
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（業績連動型株式報酬制度）

　当社は、取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）及び執行役員（海外駐在者を除く。以下「取締役

等」という。）を対象に、これまで以上に当社の業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的と

し、会社業績との連動性が高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導

入しております。株式報酬制度としては、役員報酬BIP信託（以下「本信託」という。）と称される仕組みを採

用しております。

 

（1）取引の概要

　当社は、平成26年５月28日開催の取締役会において、取締役等を対象に、本制度を導入することを決議すると

ともに、本制度に関する議案を平成26年６月24日開催の第64回定時株主総会において決議いたしました。本制度

は、平成27年３月末日で終了する事業年度から平成28年３月末日で終了する事業年度までの２年間を対象とし、

各事業年度の業績指標及び役位に応じて、当社株式を役員報酬として交付する制度です。

　本制度では、取締役等のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出する

ことにより信託を設定します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）は、予め定め

る株式交付規程に基づき当社取締役等に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって

取得します。

　本信託は株式交付規程に従い、取締役等の退任時に、一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、毎事業年

度における業績指標等に応じて決定される株数の当社株式を交付します。

　なお、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使については、信託期間を通じ、議決権を行使しな

いものとします。

 

（2）信託が所有する当社の株式

　本信託が所有する株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式と

して計上されており、当第３四半期連結会計期間末日現在の自己株式の帳簿価額は 111百万円、株式数は 40,000

株であります。

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　１　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形割引高 980百万円 2,468百万円

受取手形裏書譲渡高 1 9

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期

連結会計期間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形 －百万円 143百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（平成25年４月１日から
平成25年12月31日まで）

当第３四半期連結累計期間
（平成26年４月１日から
平成26年12月31日まで）

減価償却費 8,841百万円 10,208百万円

のれんの償却額 4 －
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月21日

定時株主総会
普通株式 1,202 25.0 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金

平成25年10月29日

取締役会
普通株式 1,202 25.0 平成25年９月30日 平成25年11月25日 利益剰余金

（注）１．平成25年６月21日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）に対する配当金２百万円を含んでおります。

２．平成25年10月29日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（株式付与ＥＳＯＰ信託口）に対する配当金２百万円を含んでおります。

 

２．株主資本の金額の著しい変動

著しい変動がないため、記載しておりません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月24日

定時株主総会
普通株式 2,164 45.0 平成26年３月31日 平成26年６月25日 利益剰余金

平成26年10月30日

取締役会
普通株式 1,683 35.0 平成26年９月30日 平成26年11月25日 利益剰余金

（注）１．平成26年６月24日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）に対する配当金３百万円を含んでおります。

２．平成26年10月30日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（株式付与ＥＳＯＰ信託口）に対する配当金２百万円を含んでおります。

 

２．株主資本の金額の著しい変動

著しい変動がないため、記載しておりません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　前第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
その他

（注）
合計

 ＭＴ ＡＴ 計

売上高      

外部顧客への売上高 50,149 103,632 153,782 18,295 172,077

セグメント間の内部

売上高又は振替高
221 1,801 2,022 5,443 7,466

計 50,371 105,434 155,805 23,738 179,543

セグメント利益 7,339 8,754 16,094 99 16,193

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機械用駆動伝導装置事

業、２輪用クラッチ事業、運送業等を含んでおります。

　当第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
その他

（注）
合計

 ＭＴ ＡＴ 計

売上高      

外部顧客への売上高 52,632 116,349 168,982 20,182 189,165

セグメント間の内部

売上高又は振替高
278 1,938 2,216 5,415 7,632

計 52,910 118,288 171,199 25,598 196,797

セグメント利益又は

セグメント損失(△)
7,199 7,584 14,783 △129 14,654

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機械用駆動伝導装置事

業、２輪用クラッチ事業、運送業等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

　（差異調整に関する事項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

利益 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

報告セグメント計 16,094 14,783

「その他」の区分の利益又は損失(△) 99 △129

セグメント間取引消去 127 356

のれんの償却額 △4 －

全社費用（注） △1,039 △1,150

その他 △116 △36

四半期連結財務諸表の営業利益 15,160 13,823

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び新製品開発費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（平成25年４月１日から
平成25年12月31日まで）

当第３四半期連結累計期間
（平成26年４月１日から
平成26年12月31日まで）

１株当たり四半期純利益金額 208円47銭 164円41銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 10,007 7,893

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 10,007 7,893

普通株式の期中平均株式数（千株） 48,002 48,008

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりまん。

２．普通株式の期中平均株式数は、自己名義所有株式分を控除する他、株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有する自

己株式（前第３四半期連結累計期間 87,860株、当第３四半期連結累計期間 80,760株）、役員報酬ＢＩＰ信

託口が保有する自己株式（前第３四半期連結累計期間 0株、当第３四半期連結累計期間 4,000株）を控除し

算出しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

平成26年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（１）中間配当による配当金の総額 　1,683百万円

（２）１株当たりの金額 　35円00銭

（３）支払請求の効力発生日及び支払開始日 　平成26年11月25日

（注）平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年２月12日

株式会社エクセディ

取締役会　御中

 

あらた監査法人

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 高濱　　滋　　印

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 河瀬　博幸　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エクセ

ディの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平

成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エクセディ及び連結子会社の平成26年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

その他の事項

　会社の平成26年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間に係

る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査

が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成26年２月13日付けで無限定の結論を表明してお

り、また、当該連結財務諸表に対して平成26年６月24日付けで無限定適正意見を表明している。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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